
 

水産物保管緊急支援事業の活用に係る Q＆A（事業主体用） 

 

● 目 次  

【問１】事業スケジュールはどうなっているのか。・・・・・・・・・・・・１ 

【問２】過去３年（令和４～６年度）の間の米国への輸出実績はどのよう 

に確認をするのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

【問３】輸出実績について，事業主体が直接輸出したもののみが輸出実績 

となるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

【問４】「入庫日から１か月を経過したもの」についてはどう確認するのか。・・・１ 

【問５】「米国への輸出向けのもの」についてはどう確認するのか。（補助金額

の考え方。）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 開 用 



1/2 

 

 

 

 

 【答１】 

「水産物保管緊急支援事業 執行フロー」及び「執行カレンダー」を御確認ください。 

 なお，事業実施期間後，まとめて証拠書類等を御提出いただきますと処理期間が限定され，事

務処理誤りの原因になることから，事業活用の意向がある場合，可能な限り月ごとに証拠書類等

を御提出いただく等，円滑かつ適正な事務処理に御協力いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 【答２】 

  事業実施計画の承認申請の際に御提出いただく「輸出実績確認シート」をもって確認し 

ます。 

  なお，本県においては毎年，輸出実態調査を行っており，当該調査時に御報告いただい 

ている金額と相違がないようにしてください。（現在，令和５年度分の輸出実績に係るも 

のまで調査済み。令和７年度に令和６年度の実績を御報告いただきます。） 

 

 

 

 

【答３】 

 米国へ輸出したことを確実に証明できるのであれば，輸出商社等を通じて，輸出した水

産加工品も輸出実績となります。 

 

 

 

 

 

【答４】 

  冷蔵倉庫業者から事業主体あてに提出のあった当該月分の請求書の入庫日から確認をしま 

す。この考え方については「請求書における補助対象経費の考え方」を御確認ください。 

【問２】 

過去３年（令和４～６年度）の間の米国への輸出実績はどのように確認をするのか。 

【問４】 

「入庫日から１か月を経過したもの」についてはどう確認するのか。 

【問３】 

輸出実績について，事業主体が直接輸出したもののみが輸出実績となるのか。 

【問１】 

事業のスケジュールはどうなっているのか。 
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【答５】 

 加工した水産物についてはその時々の情勢により，輸出先国が変わることもあるので， 

水産加工品を保管している時点では「米国への輸出向けのもの」かどうかを判別するのは 

不可能と考えています。 

 このことから，以下の考え方に基づき，補助金額を決定します。 

 

 

 

計画協議時に，冷凍保管料の請求書（挙証書類）と併せて，米国向け以外の 

輸出用水産物を含めた冷凍保管料の実績額を報告させ，当該金額に以下の計数 

を乗して，事業主体ごとに補助上限額を設定する。 

 

【冷凍ブリのみの場合】 

〈係数の設定〉 

（R6 年度 各事業主体における冷凍ブリの米国向け輸出額） 

（R6 年度 各事業主体における冷凍ブリの全体輸出額） 

 

 

〈係数を用いた上限額の設定〉 

  事業主体からの提示のあった実績額 × 0.●● × 0.5（補助率） ＝ 上限額 

 

 

・重量 × 単価 × 月数 ＝ 実績額。 

・令和７年８月１日～令和８年２月28日の間で１か月を除くものに係る冷凍保管料。 

 

その後，実績報告時に，冷凍保管料の請求書（挙証書類）と併せて，米国 

向け輸出用水産物に係る実績額（事業主体の自己申告に基づく実績額）を報 

告していただき，補助上限額と実績額を比較して低額な方を補助対象経費とし 

て採用し，当該経費を「米国への輸出向けのもの」とみなします。 

【問５】 

「米国への輸出向けのもの」についてはどう確認するのか。（補助金額の考え方。） 

＝ ●●％（0.●●） 

係数 

補助金額の考え方 


